
　
12
月
定
例
会
は
、
11
月
30
日
か
ら
12
月
21
日
ま
で
の
22
日
間
の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。
市
長
提
出
議
案
は
、
条
例
の
制
定
・
改
正
案
９
件
、
補
正
予
算
案
５
件
、
権
利
放

棄
案
１
件
、
損
害
賠
償
額
の
決
定
案
１
件
、
人
事
案
件
１
件
の
17
件
で
し
た
。
う
ち
１
件
に
つ
い
て
は
、
原
案
撤
回
が
承
認
さ
れ
、
合
計
16
件
と
な
り
ま
し
た
。
審
査
の
結
果
16

件
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
加
え
て
、
議
員
提
出
に
よ
る
条
例
制
定
案
１
件
が
提
出
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
般
質
問
で
は
14
人
の
議
員
が
市
政
を
た
だ
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
10
月
31
日
に
開
か
れ
た
臨
時
会
に
お
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
市
民
・
事
業
者
を
支
援
す
る
補
正
予
算
案
１
件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
を
含
む

市
長
提
出
議
案
16
件
、
議
員
提
出
議
案
１
件
を
可
決･

同
意

令和４年第４回

12月定例会
　

令
和
４
年
８
月
25
日
、 

経
年
劣
化
し

た
水
道
管
の
破
損
に
よ
り
濁
り
が
生
じ

た
水
道
水
が
市
内
に
所
在
す
る
工
場

に
流
入
し
、
設
置
し
て
い
る
機
械
部
品

に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
。
損
害
賠
償
額

は
部
品
代
２
６
７
万
３
千
円
が
計
上
。

　

今
年
８
月
の
人
事
院
勧
告
を
踏
ま

え
、
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
年
間

０
・
１
０
月
分
引
き
上
げ
、
現
行
の

４
・
３
０
月
か
ら
４
・
４
０
月
に
改

定
す
る
も
の
。

　

今
年
８
月
の
人
事
院
勧
告
を
踏
ま

え
、
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
期

末
手
当
の
支
給
割
合
を
年
間
０
・
１
０

月
分
引
き
上
げ
、
現
行
の
４
・
３
０
月

か
ら
４
・
４
０
月
に
改
定
す
る
も
の
。　

　

今
年
８
月
の
人
事
院
勧
告
を
踏
ま

え
、
職
員
の
給
料
表
及
び
勤
勉
手
当

の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
も
の
。

　

給
料
表
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
及

び
若
年
層
の
俸
給
月
額
を
引
き
上
げ

る
。

　

施
行
期
日
は
、
令
和
４
年
４
月
１

日
か
ら
適
用
す
る
。

　

ま
た
、
勤
勉
手
当
の
年
間
支
給
割

合
を
、
０
・
１
０
月
分
引
き
上
げ
、

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合

を
現
行
の
４
・
３
０
月
か
ら
４
・
４
０

月
に
改
定
す
る
。

　

令
和
４
年
９
月
、
内
閣
府
か
ら
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
と
し
て
、電
力
・

ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重
点
支

援
地
方
交
付
金
が
示
さ
れ
た
。
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
て
き
め
細
や
か
に
、
必
要
な
支
援

を
重
点
的
・
効
果
的
に
実
施
す
る
よ

う
措
置
さ
れ
、
事
業
を
速
や
か
に
実

施
す
る
た
め
に
、
１
億
４
６
４
８
万

７
千
円
が
追
加
補
正
さ
れ
た
。

（
内
容
）

・ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
等
の
物

価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
高
齢
者

や
若
者
を
対
象
と
し
て
、
ハ
ッ
ピ
ー

エ
ー
ル
券
を
送
付
す
る
。

・ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
等
の
影

響
を
受
け
る
高
齢
者
施
設
等
、
障
が

い
者
・
障
が
い
児
施
設
等
、
民
間
保

育
園
等
、
医
療
機
関
等
、
中
小
企
業・

小
規
模
事
業
者
等
に
支
援
金
を
交

付
す
る
。

・ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
等
の
影

響
を
受
け
る
世
帯
の
支
援
と
し
て
、

小
・
中
学
校
の
学
校
給
食
費
を
令
和

５
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
無
償
化
す

る
。

(

議
案
第
63
号)

損
害
賠
償
の
額
を

決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

(

議
案
第
67
号)

幸
手
市
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬

及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

議
案
第
68
号)

幸
手
市
市
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

議
案
第
69
号)

幸
手
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

議
案
第
57
号)

令
和
４
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

補
正
予
算(

第
７
号
）

令
和
４
年
10
月
31
日
　
臨
時
会
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市
民
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、健
や
か
に
新
年
を
お
迎
え
の
こ

と
と
、心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま

す
。ま

た
、日
頃
か
ら
幸
手
市
議
会
に

対
し
ま
し
て
、温
か
い
ご
支
援
、ご
指

導
を
賜
り
、心
よ
り
厚
く
お
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、

未
だ
収
束
に
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

再
び
、安
心
し
て
生
活
で
き
る
こ
と

を
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。私
た
ち
議

員
も
、市
民
の
代
表
と
し
て
、し
っ
か

り
と
市
議
会
で
の
議
論
を
重
ね
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、よ
り
一
層
の
ご
支

援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

結
び
に
、本
年
が
皆
様
に
と
り
ま

し
て
大
き
く
飛
躍
す
る
年
と
な
り
、

明
る
い
一
年
に
な
り
ま
す
よ
う
、心

よ
り
ご
祈
念
申
し
上
げ
、市
議
会
を

代
表
し
、新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に
は
、輝
か
し
い
新

年
を
健
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
、

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、市
政
推
進
に
、深
い
ご
理
解

と
格
別
の
ご
支
援
を
た
ま
わ
り
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

市
で
は
、関
係
各
位
の
皆
様
の
ご

協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、市
民
の

皆
様
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
、

「
未
来
志
向
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
進

め
て
お
り
ま
す
。

今
年
は
卯（
う
）年（
ど
し
）で
す
。

う
さ
ぎ
の
様
に
飛
躍
で
き
る
よ
う
、

今
後
も
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の

感
染
防
止
対
策
を
徹
底
し
た
上
で
、

「
拙
速
は
巧
遅
に
勝
る
」を
肝
に
銘

じ
、教
育・子
育
て・医
療・介
護・福
祉・

施
設
整
備
・
防
災
等
の
様
々
な
事
業

を
、積
極
的
に
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

結
び
に
、皆
様
に
と
っ
て
、よ
り
佳

き
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
お

祈
り
申
し
上
げ
、新
年
の
ご
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

幸手市議会議長

幸手市長

宮杉　勝男

木村　純夫

議
　
長

　
　
　
宮
　
杉
　
勝
　
男

今
年
も

よ
ろ
し
く

　
お
願
い

　
　
い
た
し
ま
す

副
議
長 

　
　
　
小
　
林
　
啓
　
子

議
　
員
（
議
席
順
)

　
　
　
四
　
本
　
奈
緒
美

　
　
　
坂
　
本
　
達
　
夫

　
　
　
海
老
沼
　
隆
　
夫

　
　
　
小
　
林
　
英
　
雄

　
　
　
枝
久
保
　
喜
八
郎

　
　
　
本
　
田
　
謡
　
子

　
　
　
小
河
原
　
浩
　
和

　
　
　
松
　
田
　
雅
　
代

　
　
　
木
　
村
　
治
　
夫

　
　
　
藤
　
沼
　
　
　
貢

　
　
　
青
　
木
　
　
　
章

　
　
　
武
　
藤
　
壽
　
男

　
　
　
大
　
平
　
泰
　
二

令
和
４
年
12
月
定
例
議
会

本
会
議
議
案
質
疑
内
容

　

令
和
４
年
８
月
25
日
の
水
道
水
の

濁
り
水
、
被
害
状
況
を
伺
い
ま
す
。

　

大
字
吉
野
１
件
、
大
字
権
現
堂
24

件
、
大
字
幸
手
44
件
、
大
字
上
吉
羽

36
件
、
大
字
上
高
野
３
件
、
大
字
神

明
内
９
件
、
天
神
島
１
丁
目
１
件
、

大
字
天
神
島
２
件
、東
１
丁
目
３
件
、

東
２
丁
目
３
件
、
東
３
丁
目
49
件
、

東
４
丁
目
55
件
、
東
５
丁
目
53
件
、

北
２
丁
目
３
件
、
北
３
丁
目
14
件
、

大
字
木
立
４
件
、
緑
台
１
丁
目
23

件
、
緑
台
２
丁
目
３
件
、
以
上
18
地

区
、
３
３
０
件
で
す
。

　

事
故
発
生
か
ら
詳
細
な
時
間
的
経
緯

と
水
道
部
の
対
応
に
つい
て
伺
い
ま
す
。

　

場
所
は
幸
手
市
東
５
丁
目
22
の
１

付
近
。
発
生
時
刻
は
、
令
和
４
年
８

質

疑

質

疑

答

弁

答

弁

(

議
案
第
63
号)

損
害
賠
償
の
額
を
決
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
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本
田
　
謡
子

武
藤
　
壽
男

賛
成
討
論

反
対
討
論

賛
成
討
論

　

水
道
事
業
は
、我
々
が
生
活
し
て
い

く
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
、電

気
な
ど
と
共
に
重
要
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

で
地
方
公
営
企
業
法
に
基
づ
き
、市
が

経
営
す
る
公
営
企
業
と
し
て
市
民
の

皆
さ
ん
に
水
を
供
給
す
る
事
業
で
あ

り
ま
す
。

　

議
案
第
63
号
は
、専
決
処
分
さ
れ

た
11
号
、12
号
は
飲
食
店
の
営
業
損

害
の
損
害
賠
償
、13
号
は
工
場
の
部

品
の
損
害
賠
償
と
同
一の
令
和
４
年
８

月
25
日
に
発
生
し
た
水
道
管
の
破
損

に
よ
る
同
一
事
案
で
工
場
の
部
品
損
害

２
６
７
万
3
千
円
の
損
害
賠
償
の
、初

め
て
の
異
例
な
ケ
ー
ス
で
す
。

　

水
道
部
の
確
認
が
事
故
発
生
１
週

間
後
の
９
月
1
日
で
、既
に
部
品
は
交

換
さ
れ
交
換
前
の
部
品
の
確
認
が
さ

れ
て
い
な
い
。ま
た
、専
決
処
分
の
工
場

の
部
品
損
害
は
、市
の
現
場
確
認
も

な
く
電
話
と
メ
ー
ル
で
の
確
認
で
驚
き

で
す
。２
件
の
営
業
補
償
で
す
が
、専

決
処
分
の
為
、説
明
も
な
く
金
額
の
詳

し
い
積
算
も
不
明
で
、公
平
性
と
妥
当

性
に
つい
て
疑
問
で
す
。

　

今
回
の
損
害
賠
償
は
、基
準
も
な

く
軽
率
な
対
応
で
す
。水
道
事
業
の

持
続
的
経
営
を
考
え
る
と
こ
の
対
応

を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

駒
橋　

明
彦　

氏

が
先
例
前
例
と
な
る
大
き
な
影
響
が

心
配
で
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
損
害
賠
償
事
務
の

取
り
扱
い
指
針
あ
る
い
は
要
綱
等
が
示
さ

れ
な
い
現
在
で
は
、反
対
と
致
し
ま
す
。

　

損
害
賠
償
の
法
的
根
拠
と
損
害
賠

償
に
対
す
る
行
政
対
応
の
２
つ
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

法
的
根
拠
は
幸
手
市
水
道
事
業
給

水
条
例
第
14
条
第
３
項
﹁
給
水
の
制

限
又
は
停
止
の
た
め
損
害
を
生
ず
る
こ

と
が
あ
って
も
市
は
、
そ
の
責
を
負
わ

な
い
﹂
と
あ
る
が
、
施
設
管
理
上
の
瑕

疵
に
よ
る
も
の
で
当
て
は
ま
ら
な
い
。

ま
た
、国
家
賠
償
法
第
２
条
﹁
道
路
、

河
川
そ
の
他
の
公
の
営
造
物
の
設
置
又

は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め
に
他
人

に
損
害
を
生
じ
た
と
き
は
、
国
ま
た

は
公
共
団
体
は
、
こ
れ
を
賠
償
す
る

責
に
任
ず
る
﹂
と
な
って
い
る
。

　

行
政
対
応
に
つい
て
は
、
相
手
側
の
現

場
へ
行
っ
た
の
が
１
週
間
後
と
理
解
で
き

な
い
。
今
後
早
急
に
損
害
賠
償
に
必
要

な
例
規
等
を
整
備
、マニュア
ル
を
作
成

し
、
今
後
万
全
に
対
応
で
き
る
よ
う
強

く
要
望
し
、
賛
成
討
論
と
致
し
ま
す
。

月
25
日
午
前
９
時
40
分
頃
で
す
。

　

水
道
部
が
確
認
に
至
っ
た
経
緯
は
、

令
和
４
年
８
月
24
日
午
前
８
時
に
市

民
よ
り
水
道
部
に
通
報
が
あ
り
、
水

道
管
理
課
職
員
が
現
場
確
認
を
行

い
、
道
路
上
に
水
が
に
じ
ん
で
い
る
程
度

で
あ
り
、判
定
試
薬
を
使
用
し
た
と
こ
ろ
、

反
応
が
あ
り
、
漏
水
と
認
識
し
ま
し
た
。

　

水
道
部
が
損
害
賠
償
の
責
任
が
あ

る
、
い
わ
ゆ
る
不
法
行
為
が
あ
っ
た
と

判
断
し
た
理
由
と
法
的
根
拠
を
伺
い

ま
す
。

　

幸
手
市
東
５
丁
目
地
先
に
お
い
て
、

道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
た
本
市
が
管
理

す
る
水
道
管
が
、
経
年
劣
化
に
よ
り
破

損
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
損
害
賠
償
を
行
う
法
的
根
拠

に
ついて
は
国
家
賠
償
法
で
す
。

　

老
人
福
祉
費
委
託
料
の
減
額
は
、

敬
老
会
の
封
入
作
業
の
委
託
料
と
出

て
い
ま
す
が
、
敬
老
会
の
記
念
品
は

ど
う
な
っ
た
の
か
を
伺
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
敬
老
会
は
、
９
月
19
日

月
曜
日
の
敬
老
の
日
に
開
催
を
予
定

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
り
、

屋
内
施
設
で
の
開
催
は
感
染
リ
ス
ク

が
高
ま
る
こ
と
か
ら
、
ご
出
席
の
方
々

並
び
に
ご
家
族
の
健
康
と
安
全
を
最

優
先
と
し
、
急
遽
開
催
及
び
記
念
品

の
配
布
を
中
止
と
し
ま
し
た
。

　

敬
老
会
の
記
念
品
に
つ
い
て
は
、
社

会
福
祉
協
議
会
の
予
算
か
ら
提
供
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
議
案
の
減
額
計

上
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
管
理

運
営
費
の
委
託
料
の
減
額
と
払
い
戻

し
に
つい
て
伺
い
ま
す
。

　

施
設
設
備
総
合
管
理
業
務
委
託

は
、
天
神
の
湯
に
係
る
４
月
か
ら
９

月
ま
で
の
実
績
に
基
づ
き
不
要
と
な
っ

た
部
分
を
、
減
額
に
よ
る
補
正
予
算

で
計
上
し
ま
し
た
。
ま
た
、
天
神
の

湯
の
回
数
券
払
い
戻
し
に
つ
い
て
は
、

既
に
回
数
券
を
購
入
さ
れ
た
方
が
券

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に

あ
る
た
め
、
幸
手
市
保
健
福
祉
総
合

セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
に
基
づ

き
、
回
数
券
の
払
い
戻
し
を
行
う
た

め
に
計
上
し
ま
し
た
。

質

疑

質

疑

質

疑

答

弁

答

弁

答

弁

(

議
案
第
64
号)

令
和
４
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

補
正
予
算
︵
第
８
号
）

(

議
案
第
63
号)

損
害
賠
償
の
額
を

決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

人

事

案

件

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

（4）〔市議会だよりさって〕No.105




